
第 17回厚生科学審議会感染症分科会結核部会

日 時 :平成 22年 5月 25日 (火 )

14:00～ 16:00
場  所 :中 央 合 同庁 舎第 4号館 1階

,       共用 108会 議 室     .

議 事 次 第

1.開 会

2.議  事

(¬ )特定感染症予防指針 に関す る今後の議論の進め方につい

て

(2)自 治体 か らの ヒア リング

(3)そ の他

3.開 会
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参考資料4  結核 口感染症の予防のための施策の実施に関する計
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「結核に関する特定感染症予防指針」に関する

今後の議論の進め方について (案)｀

O今回の第 17回結核部会では、都道府県の結核対策人の取組みに関す

るヒアリングを行い、各自治体が直面している課題や参考にすべき事

例等を探る。

O現在、前回部会でのご指摘を踏まえ、「結核に関する特定感染症予防指

針」の各項目について、関係自治体に対してアンケー ト調査を実施し

ているところ。その調査結果等に基づき、平成22年度内に予防指針

を改訂することを目的として、現行の予防指針に項目に沿つて、次回

以降、順次、議論を進めていくこととしてはどうか。     ・

0また、これまで本部会において議論を積み重ねてきた「今後の結核医療
のあり方」については、予防指針の項目「第ご 医療の提供」を議論す

る際に併せて議論する等、予防指針に係る議論の中で検討を進めていく
こととしてはどうか。

【結核部会の開催スケジュール案】
・6月 下旬   第 18回部会
・ 9月     第 19回部会
・ 10月    第20回部会
・ 11月    第21回部会
・ 12月    第22回部会

参考)今後の結核医療のあり方に関する検討事項



(参考)

今後の結核医療のあり方に関する検討事項

(第 16回厚生科学審議会結核部会 今後の結核医療のあり方に関する

これまでの議論の概要からの抜粋)

結核患者・病床について

○ 結核にかかる入院医療の実態の把握 (合併症の割合、医療従事者にお

ける DOTSにかかる作業負担等)について必要な調査を行っていくこと

が必要ではないか。

○ モデル病床、ユニット化病床等の課題を明確化しつつ、再整備の促進

方法について、検討することが必要ではないか。
>モ デル病床については、一般患者が入院しているために、必要時

に結核患者が入院できないなどの理由で有効利用されていないこ

とが多いとの指摘がある。今後、どのように病室調整を行つてい

くかについて検討が必要ではないか。

>結 核病床 (ユニット化病床含む)、 モデル病床について、院内感染

予防、療養環境を考慮 した施設基準の検討が必要ではないか。

感染症病床と結核病床の今後のあり方について、引き続き、検討する
ことが必要ではないか。

地域体制・広域連携について

○ 各都道府県が管内の事情を勘案できるような医療提供体制・地域連携
モデルとなっているかの確認を行つていくことが必要ではないか。

→前回の部会 (第 16回)で議論
○ 症例の相談体制確保のため、結核研究所、高度専門施設を中心とした

広域ネットワークの構築や、既存のネットワーク (NHO、 結核療法研究

協議会など)の活性化の具体的な方法を検討していくことが必要では
′Lミ いか。

○ 結核病床、モデル病床があつても医療スタッフが不足し (医師不足、

看護師の結核病床離れ)使用できないことがあるとの指摘に対応する

ために、学会等との連携や、卒後教育との連携をどのように図つてい

くかについて、検討すること力
'必

要ではないか。

○ 地域連携が進むためには、それが当たり前になる雰囲気作りが重要で

あることから、国・地方自治体等によるどのような普及啓発が有効か

等について検討を行つてい <こ とが必要ではないか。

2
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「結核に関する特定感染症予防指針」の論点 (案 )
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昭和二十六年の結核予防法の制定以来およそ半世紀が経
過し、この間の結核を取り巻 く状況は、医学・医療の進
歩、公衆衛生水準の向上等により著しく変化した。現
在、我が国の結核 り患状況は、かつての青少年層の結核
単独かつ初感染発病を中心としたり患から二変し、基礎
疾患を有する既感染の高齢者のり患が中心となつてい
る。また、高齢者のみならず、一部の大都市等の特定の
地域において、高発病、遅発見、治療中断、伝播高危険
等の要素を同時に有している住民層の存在についても疫
学的に明らかになっている。‐方で、結核医療に関する
知見の蓄積により、結核の診断・治療の技術は格段に向
上した。

一
Ｃ

　

　

　

く

O:国の施策 (結核

研究 所事業を含む)

◇ :結核研究所の

,      単独事業

その他の関係機関

による事業

☆国際的には多剤耐性結核、
HiV/AIDS合併結核が大きな課題
となっているが、我が国の現状
に照らして、何らかの言及が必
要か。
☆結核の診断・治療の技術につ
いて、特定感染症予防指針策定
以降開発された新 しい技術 (具
体例 :リ ンパ球の菌特異蛋白刺
激によるインターフェロンγ放
出試験、耐性遺伝子診断法、遺
伝子タイビング等)を反映する
ことが必要か。

このような結核を取 り巻く状況の変化に対応するには、
予防の適正化と治療の強化、きめ細かな個別的対応、人
権の尊重、地域格差への対応を基本とした効率的な結核
対策の実施が重要であるもまた、結核対策において結核
予防法が果たしてきた役割の大きさと、いまだに結核が
主要な感染症である現実とを踏まえ、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律等の一音Fを改正
する法律 (平成十八年法律第百六号)の施行に伴う結核予
防法の廃止後においても、感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四
号。以下「法」という。)に基づき、結核の発生の予防
及びそのまん延の防止、結核患者に対する良質かつ適正
な医療の提供、結核に関する研究の推進、医薬品の研究
開発、人材養成、啓発や知識の普及とともに、国と地方
公共団体、地方公共団体相互の連携と役割分担を明確に
し、結核対策を総合的に推進することにより、結核対策
の一層の充実を図る必要がある8

☆特定感染症予防指針策定以降
の患者数の減少を受け、低まん
延化に向けた、施策の一層の重
点化を検討することが必要か。
(例えば、健康診断を効率化
し、リスクグループヘ焦点を当
てた徹底的な対策による低まん
延化の促進、結核の根絶をめざ
す等。)

☆適正技術の維持や医療提供体
制の再構築等の罹患率減少に
よって生ずる新たな課題に対応
することが必要か。

本指針は、このような認識の下に、総合的に予防のため
の施策を推進する必要がある結核について、国、地方公
共団体、医療関係者、民間団体等が連携して取り組んで
いくべき課題について、発生の予防及びまん延の防止、
良質かつ適切な医療の提供、正しい知識の普及等の観点
から新たな取組の方向性を示すことを目的とする。
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2 大都市等の特定の地域において、高発病、遅発見、
治療中断、伝播高危険等の社会的リスクを同時に有して
いる結核発症率の高い住民層に対しても有効な施策が及
ぶような体制を構築する必要がある。そのため、我が国
の現在の結核のまん延状況にかんがみ、発生の予防及び
まん延の防止のための対策の重点は、発症のリスク等に
応じた効率的な健康診断、初発患者の周辺の接触者健
診、有症状時の早期受療の勧奨等きめ細かな個別的対応
に置 くことが重要である。

O感染症予防事業 【補助
金】 (接触者健診、管理
健診)

☆施策の重点化のため、リスク
グループヘに焦点を当てた対策
の一層の強化を目的として、リ
スクグループの対象の考え方
(定義)を整理することが必要

か 。

1 かつて、我が国において結核が高度にまん延してい
た時代においては、定期の健康診断を幅広く実施するこ
とは、結核患者の発見の効率的な方法であつたが、り患
率の低下等結核を取り巻 く状況の変化を受けて、現在、
定期の健康診断によつて患者が発見される割合は極端に
低下しており、公衆衛生上の結核対策における定期の健
康診断の政策的有効性は低下してきている。

☆指針策定後、感染症法及び労
働安全衛生法に基づく健康診断
は、効率化を目的とした見直 し
が行われているが、それを前提
とした書きぶりにすることが必
要か。

2 -方、高齢者、地域の実情に即 した疫学的な解析に
より結核発病の危険が高いとされる住民層、発病すると
二次感染を起こしやすい職業に就労している者等の定期
の健康診断の実施が政策上有効かつ合理的であると認め
られる者については、重点的な健康診断の実施が重要で
あるとの認識の下、健康診断の受診率の向上を目指すこ
ととする。

065歳以上の者に対する
定期健康診断 【省令】

☆さらなる健診の効率化の観点
から、高齢者の範囲 (年齢の定
義)を見直すことを検討するこ

とが必要か。また、発病すると
二次感染を起 こしやすい職業に
就労 している者等 (デ ンジャー
グループ)への健康診断につい
て、集団感染の防止の観点から
の効果を評価することが必要
か 。

(6の項も参照 )
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3 学校、社会福祉施設等の従事者に対する健康診断が
義務付けられている施設のみならず、学習塾等の集団感
染を防止する要請の高い事業所の従事者に対しても、有
症状時の早期受療の勧奨及び必要に応 じた定期の健康診
断の実施等の施設内感染対策を講ずるよう地方公共団体
が周知等を行うこととする。また、精神科病院を始めと
する病院、老人保健施設等 (以下「病院等」という。)の

医学的管理下にある施設に収容されている者に対して
も、施設の管理者は必要に応 じた健康診断を実施するこ
とが適当である。

○各種学校等で実施する
定期健康診断 【省令】

☆定期健康診断の対象である集
団感染を防止する要請の高い事
業所について、最近の集団発生
事例を踏まえ、範囲を見直すこ

とが必要か。 (幼稚園、保育園
の再追加等。 )

4 基本指針に則 して都道府県が策定する予防計画の中
に、市町村の意見を踏まえ、り患率等の地域の実情に応
じ、定期の健康診断の対象者について定めることが重要
である。市町村が定期の健康診断の対象者を定める際に
は、患者発見率〇・〇二から〇・〇四パーセン トをその
基準として参酌することを勧奨する。

○市町村が特に必要と認
める者に対する健康診断
【省令】

☆市町村が定期の健康診断の対
象者を定める際の参酌基準 (患

者発見率〇・〇二から〇・〇四
パーセン ト)について、近年の
知見を踏まえ見直 しが必要か。

5 市町村は、医療を受けていないじん肺患者等に対 し
ては、結核発症の リスクに関する普及啓発とともに、健
康診断の受診の勧奨に努めるべきである。

☆低蔓延状態に向けて、「有症
状時の早期受診」がより重要と
なることから「症状の出現、増
悪に際 して早期受診」を加える
ことが必要か。

6 結核の高まん延地域を管轄する市町村は、その実情
に即 して当該地域において結核の発症率が高い住民層
(例えば、住所不定者、職場での健康管理が十分とはい
えない労働者、海外の高まん延地域からの入国者等が想
定される。)に対する定期の健康診断その他の結核対策
を総合的に講ずる必要がある。

○市町村が特に必要と認
める者に対する健康診断
【省令】

☆対策の重点化の観点から、リ
スクグループのうち、住所不定
者・社会経済的弱者、新入国者
などについて、対象とすべき具
体的な集団の範囲、必要とされ
る対策を示すことが必要か。 '
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フ 外国人の結核患者の発生が多い地域においては、保
健所等の窓口に我が国の結核対策を外国語で説明したパ
ンフレットを備えておく等の取組を行うことが重要であ
る。また、地域における外国人の結核の発生動向に照ら
し、市町村が特に必要と認める場合には、外国人に対す
る定期の健康診断の体制に特別の配慮が必要である。そ
の際、人権の保護には十分に配慮すべきである。

○在日外国人医療相談事
業 【結核研究所国庫補助
事業】

☆外国人への対策について、全
国的に行うことが必要か。ま
た、治療への理解を促す積極的
な対策として、都道府県が実際
に行つている事業を踏まえ、パ
ンフレットを備えておく以外に
有効な対策を示すことが必要
か。 (例えばt都道府県単位で
通訳サービス等の環境を整える
こと等。)

☆外国籍ではあるものの国内居
住歴の長い者をハイリスクとと
らえることは必要か。高まん延
国の滞在歴をリスクと捉える考
え方から、「外国人」 (国籍)

ではなく、「高まん延国の出身
者」または「居住歴がある者」
とすることが考えられるか。

8 健康診断の手法として、寝たきりや胸郭の変形等の
事情によって胸部エックス線検査による診断が困難な場
合、過去の結核病巣の存在により現時点での結核め活動

性評価が困難な場合等においては、積極的に喀痰かくだん

検査 (特に塗抹陽性の有無の精査)を活用することが望ま
しい。

☆健康診断において、胸音Fエ ッ
クス線検査による診断が困難な
場合等、喀痰検査を積極的に行
うことは必要か。 (有症状の有
無等、間診により、必要な時に
喀痰検査を実施することでよい
か。)

法第十七条の規定に基づぐ結核に係る健康診断

1 法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断は、
結核のまん延を防止するため必要があると認めるとき
に、結核にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあ
る者について結核感染又は発病の有無を調べるために行
われる健康診断である。これまで結核患者の診断を行つ
た医師等の協力を得つつ、一般的に保健所等における業
務として実施されてきたもので、結核対策において重要
な位置を占めるものである。



"

2 都道府県知事、保健所を設置する市の長及び特男1区
の長 (以下「都道府県知事等」という。)が法第十七条の
規定に基づく結核に係る健康診断を行う場合にあつて

'

は、健康診断を実施することとなる保健所等の機関にお
いて、関係者の理解と協力を得つつ、関係機関と密接な
連携を図ることにより、感染源及び感染経路の究明を迅
速に進めていくことが重要である。この際、特に集団感
染につながる可能性のある初発患者の発生に際しては、
法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断の勧告に
従わない場合に都道府県知事等が直接に対象者の身体に
実力を加えて行政目的を実現するいわゆる即時強制に
よつて担保されていることに留意 しつつ、綿密で積極的
な対応が必要である。また、感染の場が複数の者F道府県
等にわたる場合は、関係する都道府県等間又は保健所間
の密接な連携の下、健康診断の対象者を適切に選定する
必要がある。

○感染症予防事業 【補助
金】 (接触者健診、管理
健診 )

☆一般の住民及び医療従事者に
対する注意喚起を目的として、
集団感染が半J明 した場合には、
厚労省への報告とともに、個人
情報の取 り扱いに十分な配慮を
しながら速やかに公表すること

を記載することが必要か。

3 結核思者の発生に際 しては、都道府県知事等は、法
第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断がいわゆる
即時強制によって担保されていることに留意 しつつ、健
康診断の対象者を適切に選定し、必要かつ合理的な範囲
について積極的かつ的確に実施することが望ましい。ま
た:健康診断の勧告等については、結核のまん延を防止
するため必要があると認めるときに、結核の感染経路そ
の他の事情を十分に考慮 した上で、結核に感染している
と疑うに足りる正当な理由のある者を確実に対象とすべ

きである。

○厚生労1動科学研究の成
果として「結核の接触者
健康診断の手引きとその
解説」公表

☆接触者健診を=層強化するた
めに、どのような施策が有用で
あるか。 (例えば、各地域にお
ける接触者健診の評価の実施な
ど)

四 BCG接種

1 予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性
対策からなる感染症予防対策の中で、主として感受性対

策を受け持つ重要なものである。そのため、結核対策に

おいても、BCG接種に関する正 しい知識の普及を進め、

接種の意義について国民の理解を得るとともに、予防接
種法 (昭和二十三年法律第六十八号)に よる定期のBCG接

種の機会が乳児期に一度のみであることにかんがみ、市
町村においては、適切に実施することが重要である。

☆今後の結核対策におけるBCG

接種の位置づけを、どのように

考えるか。
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2 現在我が国における結核の り患の中心は高齢者であ
るため、基礎疾患を有する結核患者が増加 しており、結
核単独の治療に加えて合併症に対する治療も含めた複合
的な治療を必要とする場合も多く、求められる治療形態
が多様化、複雑化 している。そのため、我が国の現在の

結核のまん延状況にかんがみ、医療においても対策の重
点は発症の リスク等に応 じた結核患者に対する適正な医
療の提供、治療完遂に向けた患者支援等きめ細かな個別
的対応に置 くことが重要である。

○結核患者収容モデル事
業 【補助金】

☆低まん延化に向け、医療の質
を確保 し、患者を中心とした効
率的な医療提供を行つていくた
めに、結核医療提供体制の再構
築を行うことが必要か。

●都道府県レベルで、標準治
療の他、多剤耐性結核患者や
管理が複雑な結核治療を担う
拠点病院を定め、地域レベル
において、合併症治療を主に
担う地域基幹病院を定め、国
レベルで都道府県で対応困難
な症例を担う専門施設を定め
る。
●都道府県単位で、拠点病院
を中心として、各地域の実状
に応 じた地域医療連携ネット
ワーク体制を整備する。ま
た、地域連携ネットワニクに
対して専門施設が支援を提供
できる体制 (専門施設ネット
ワーク)を整備する。
●個別の患者の病態に応じた
治療環境を整えるべく、また
医療アクセスの改善を図るた
めにも、結核病床とその他の
病床を併せたユニット化病
床、感染症病床の利用を含め
た一般病棟の中の陰圧病床の
整備を進める。

く第16回結核部会「今後の医
療のあり方に関するこれまで
の議論の概要」より>

3 結核の治療に当たつては、適正な医療が提供されな
い場合、疾患の治癒が阻害されるのみならず、治療が困
難な多剤耐性結核の発生に至る可能性がある。このた
め、適正な医療が提供されることは、公衆衛生上も極め
て重要であり、結核に係る適正な医療について医療機関
への周知を行う必要がある。

○結核医療の基準 【告
示】
◆日本結核病学会による
「結核医療の基準」



4 医療現場においては、結核に係る医療は特殊なもの
ではなく、まん延の防止を担保 しながら一般の医療の延
長線上で行われるべきであるとの認識の下、良質かつ適
正な医療の提供が行われるべきである。このため、結核
病床を有する第二種感染症指定医療機関においては、結
核患者に対 して、特に隔離の必要な期間は、結核のまん
延の防止のための措置を採つた上で、患者の負う心理的
重圧にも配慮 しつつ、療養のために必要な対応に努める
とともに、隔離の不要な結核患者に対 しては、結核以外
の患者と同様の療養環境において医療を提供する必要が
ある。また、患者に薬物療法を含めた治療の必要性につ
いて十分に説明し、理解及び向意を得て治療を行うこと
が重要である。

○入院に関する基準 【通
知】
○退院に関する基準 【通
矢口】

☆入院基準の妥当性について、
検討を継続 してい くことが必要
か。
☆病棟単位から病床単位の結核
病床に移行していく中、院内感
染予防や、患者中心の医療の観
点から、中長期にわたる入院の
療養環境により配慮 した方策を
講じることが必要か。
☆入院勧告に従わない患者への
対応方策を検討することが必要
か。

●病床単位の結核病床につい
て、陰圧化やアメニティ等を
考慮 した施設基準を定める。
<第 16回結核音「会 「今後の医
療のあり方に関するこれまで
の議論の概要」より>

5 医療機関においては、結核の合併率が高い疾患を有
する患者等 (後天性免疫不全症候群、 じん肺及び糖尿病
の患者、人工透析を受けている患者、免疫抑制剤使用下
の患者等)の管理に際 し、必要に応 じて結核発症の有無
を調べ、積極的な発病予防治療の実施に努めるととも
に、入院患者に対 し、結核に関する院内感染防止対策を
講ずるよう努めなければならない。

6 国民は、結核に関する正しい知識を持ち、その予防
に必要な注意を払うとともに、特に有症状時には、適正
な治療を受ける機会を逃すことがないように早期に医療
機関を受診 し、結核と診断された場合には治療を完遂す
るよう努めなければならない。また、結核の患者につい
て、偏見や差別をもって患者の人権を損なわないように
しなければならない。

○毎年実施する結核予防
週間 【通知】
◆結核予防会が実施する
結核予防全国大会等

☆結核に対する一FLQ国民の意識
が低下していることから、働き
盛りや無保険者、自覚症状を意
識 しない者 (他の呼吸器合併症
を持つ者、認知症、喫煙者)

等、対象に焦点を当てた受診の
遅れに対する方策を検討するこ
とが必要か。
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二 結核の治療を行 う上での服薬確認の位置付け

1 世界保健機関は、結核の早期制圧を目指 して、直接
服薬確認を基本とした包括的な治療戦略 (DOTS戦 略)を提
唱 しており、現在までに世界各地でこの戦略の有効性が

証明されている。我が国においても、これまで成果をあ
げてきた結核に係る医療の供給基盤等を有効に活用しつ
つ、服薬確認を軸とした患者支援、治療成績の評価等を
含む包括的な結核対策を構築し、人権を尊重しながら、
これを推進することとする。

☆抗結核薬の確保の必要性につ
いて、明記しておくことが必要
か。

2 国及び地方公共団体においては、服薬確認を軸とし
た患者支援を全国的に普及・推進 していくに当たって、
先進的な地域における取組も参考にしつつ、保健所、医
療機関、福祉音F局 、薬局等の関係機関との連携及び保健
師、看護師、薬斉」師等の複数職種の連携により、積極的
な活動が実施されるよう、適切に評価及び技術的助言を
行うこととする。

○結核思者に対するDOTS
の推進について (平成17

年適用 )

―「日本版21世紀型
DOTS戦略推進体系図」
○結核対策特別促進事業
【補助金】

☆DOTSの 質を向上させ、個別的
な患者支援を行つていくため
の、医療機関、保健所、社会福
祉施設等を結ぶ地域連携体制の
さらなる強化をどのように促進
していくか。

●DOTSカ ンフアレンスやコ

ホー ト検討会の充実、地域連
携パスの導入などを推進す
る。
<第 16回結核部会「今後の医
療のあり方に関するこれまで
の議論の概要」より>

3 保健所においては、地域の医療機関、薬局等との連
携の下に服薬確認を軸とした患者支援を実施するため、
積極的に調整を行 うとともに、地域の状況を勘案 し、特
に外来での直接服薬確認が必要な場合には、保健所自ら
も直接服薬確認を軸とした患者支援の拠点として直接服
薬確認の場を提供することも検討すべきである。

●都市圏の住所不定者や日雇
い労働者が多い地域では外来
医療施設において、外来治療
とDOTSを 含めた患者支援を一

体的に行う医療提供も検討す
る。
く第16回結核部会「今後の医
療のあり方に関するこれまで
の議論の概要」より>

4 医師等及び保健所長は、結核の治療の基本は薬物治
療の完遂であることを理解 し、患者に対 し服薬確認につ

いての説明を行い、患者の十分な同意を得た上で、入院
中はもとより、退院後も治療が確実に継続されるよう、
医療機関等と保健所等が連携 して、人権を尊重しなが
ら、服薬確認を軸とした患者支援を実施できる体制を構
築することが重要である。

○結核対策特別促進事業
【補助金】

☆治療完遂のための思者教育の
視点から医療機関における院内
DOTSの 着実な実施が重要である
が、実施率と質の向上を一層
図つていくことが必要か。

●「地域DOTS」 が有効に成 り
立つためにも、入院中の「院
内DOTS」 の患者教育をきちん
と行 う必要があることを再認
識 し、これを徹底 していく。
<第 16回結核音F会 「今後の医
療のあり方に関するこれまで
の議論の概要」より>
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その他結核に係る医療の提供のための体制

1 結核患者に係る医療は、結核病床を有する第二種感
染症指定医療機関及び結核指定医療機関のみで提供され
るものではな く、一般の医療機関においても提供される
ことがあることに留意する必要がある。すなわち、結核
患者が、最初に診察を受ける医療機関は、多くの場合二

般の医療機関であるため、一般の医療機関においても、
国及び都道府県等から公表された結核に関する情報につ
いて積極的に把握し、同時に医療機関内において結核の
まん延の防止のために必要な措置を講ずることが重要で
ある。

☆結核の診断の遅れに対 して、
一般の医療機関を対象に結核発
症の有無を調べる目安を提示す
る等、何 らかの方策を明示する
ことが必要か。

2 結核病床を有する第二種感染症指定医療機関におい
ては、重篤な他疾患合併患者等については一般病床等に
おいて結核治療が行われることもあり、また、結核病床
と一般病床を二つの看護単位として治療に当たる場合も
あることから、国の定める施設基準 `診療機能の基準等
に基づき、適切な医療提供体制を維持及び構築すること
とする。

○結核患者収容モデル事
業 【補助金】
○感染症指定医療機関の
施設基準に関する手引き
【通知】

一の 4の項を参照 )

3 医療機関及び民間の検査機関においては、外部機関
によって行われる系統的な結核菌検査の精度管理体制を
構築すること等により、結核患者の診断のための結核菌
検査の精度を適正に保つ必要がある。

☆結核菌検査の精度管理につい
て、外部機関による精度管理体
制の構築をどのように行うか具
体的に示すことが必要か。

4 -般 の医療機関における結核患者への適正な医療の
提供が確保されるよう、都道府県等においては、医療関
係団体と緊密な連携を図ることが重要である。

☆地域医療連携ネットワークの
構築について、都道府県等が具
体的にどのように進めていくか
を示すことが必要か。

5 障害等により行動制限のある高齢者等の治療につい
て、患者の日常生活にかんがみ、接触範囲等が非常に限
られる場合において、医療機関は、入院治療以外の医療
の提供についても適宜検討すべきである。
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― 基本的考え方

1 結核対策は、科学的な知見に基づいて推進されるベ

きであることから、結核に関する調査及び研究は、結核
対策の基本となるべきものである。このため、国として
も、必要な調査及び研究の方向性の提示、海外の研究機
関等も含めた関係機関との連携の確保、調査及び研究に
携わる人材の育成等の取組を通 じて、調査及び研究を積
極的に推進することとする。

○結核研究所補助、政府
開発援助結核研究所補助
金 【補助金】

☆開発された革新的技術 (具体
例 :耐性遺伝子診断法、遺伝子
タイビング等)について、臨床
現場に適用するために必要な調
査や制度の整備を推進していく
ことが必要か。

2 BCGを 含む結核に有効なワクチン、抗菌薬等の結核
に係る医薬品は、結核の予防や結核患者に対する適正な
医療の提供に不可欠なものであり、これらの研究開発
は、国と民間が相互に連携を図つて進めていくことが重
要である。このため、国においては、結核に係る医療の
ために必要な医薬品に関する研究開発を推進 していくと
ともに、民間においてもこのような医薬品の研究開発が
適切に推進されるよう必要な支援を行うこととする。

○結核研究所補助 【補助
金】

☆低まん延化に向けて、罹患リ
スクグループや感染が起こるリ
スクのある場の特定のための感
染経路の把握、また海外からの
結核の輸入の国内感染に与える
影響を検証するために、分子疫
学的調査・研究の強化をしてい
くことが必要か。  1

国における研究開発の推進

1 国は、全国規模の調査や高度な検査技術等を必要と
する研究、結核菌等を迅速かつ簡便に検出する検査法の

開発のための研究、多剤耐性結核の治療法等の開発のた
めの研究等の結核対策に直接結びつ く応用研究を推進
し、海外及び民間との積極的な連携や地方公共団体にお
ける調査及び研究の支援を進めることが重要である。

○厚生科学研究費、結核
研究所補助金 【補助金】

2 国においては、資金力や技術力の面で民間では研究
開発が困難な医薬品等について、必要な支援に努めるこ
ととする。特に、現状では治療が困難な多剤耐性結核患
者の治療法等新たな抗結核薬の開発等についても、引き
続き調査研究に取り組んでいくこととする。なお、これ
らの研究開発に当たつては、抗結核薬等の副作用の減少
等、安全性の向上にも配慮することとする。

○厚生科学研究費、結核
研究所補助金 【補助金】

☆開発された医薬品を早期に臨
床現場で使用可能とすることを
目的とした、積極的な関連情報
収集などを行つていくことが必
要か。
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2 国は政府開発援助による二国間協力事業により、途
上国の結核対策のための人材の養成や研究の推進を図る
とともに、これ らの国との研究協力関係の構築や情報の
共有に努めることとする。

○」ICAに よる二国間協力
○結核研究所補助、政府
開発援助結核研究所補助
金 【補助金】

,本■本ダーの1黍威‐||‐ ■
‐ ■| |‐■|■ ||■ ‐|‐ ‐|‐ |‐‐■ |■ ||■| ‐‐‐ ‐ ■‐ .■ ■■‐|■‐■■‐.‐ ‐‐‐■■‐■

「
百T,F■■●‐_       ‐ .‐          ||||| .::|  ‐IF■: |||:11  11■ 1   11   11111■ | |‐ ||||・

.‐|■ |■
:‐     '1‐    . |     |.::| |■  ||11:||li‐ ||

T 基本的考え方

結核思者の七割以上が医療機関の受診で発見されている
一方で、結核に関する知見を十分に有する医師が少なく
なっている現状を踏まえ、結核の早期の確実な診断及び
結核患者の治療成功率の向上のために、国及び都道府県
等は、結核に関する幅広い知識や標準治療法を含む研究
成果の医療現場への普及等の役割を担 うことができる人
材の養成を行 うこととする。また、大学医学音Fを始めと
する、医師等の医療関係職種の養成課程等においても、
結核に関する教育等を通 じて、医師等の医療関係職種の
間での結核に関する知識の浸透に努めることが求められ
る。

●卒後教育や学会等との協調
を図るなど人材確保のための
より有効な方策を検討する。
(専門家の養成、資格制度の

構築など)

●医療現場において、必要な
時に技術的な支援が行きどど
く体制づ くり (既存ネッ ト
ワークの活性化を含む専門施
設ネッ トワークの構築、地域
医療連携ネッ トワークの構
築)を行 う。 (第二の一の 2
も参照 )

<第 16回結核音F会 「今後の医
療のあり方に関するこれまで
の議論の概要」より>

二 国における人材の養威

¬ 国は、結核に関する最新の臨床知識及び技能の修得
並びに新たな結核対策における医療機関の役割について
認識を深めることを目的として、感染症指定医療機関の
医師はもとより、一般の医療機関の医師、薬剤師、診療
放射線技師、保健師、助産師、看護師、准看護師、臨床
検査技師等に対する研修に関 しても必要な支援を行つて
いくこととする。

○結核対策指導者養成研
修 【結核研究所国庫補助
事業】
○結核予防技術者地区別
講習会 【補助金】 (特別
促進事業 )

◇その他、結核研究所が
行う研修事業
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3 都道府県等は、結核の発生の予防及びそのまん延の
防止を目的に、施設内 (院内)感染に関する情報や研究の
成果を、医師会等の関係団体等の協力を得つつ、病院
等、学校、社会福祉施設、学習塾等の関係者に普及して
いくことが重要である。また、これらの施設の管理者に
あつては、提供された情報に基づき、必要な措置を講ず
るとともに、普段からの施設内 (院内)の患者、生徒、収
容されている者及び職員の健康管理等により、患者が早
期に発見されるように努めることが重要である。外来患
者やデイケア等を利用する通所者に対しても、十分な配
慮がなされることが望ましい。
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地方自治体ヒアリングについて

1.目 的

○ 平成 16～ 20年の結核罹患率の推移を基に、事情の異なると考えられる自治体

か ら、結核対策の背景、施策等について聞き取り、予防指針改定のための基礎資

料 とする。

2.対象都道府県

東京都、長野県、島根県、徳島県、高知県、長崎県

<参考データ>
各自治体の全結核罹患率の推移 (平成 16年 → 平成 20年、人口 10万人対 )

、東京都 304 → 251    長野県 10.4 → 10.2
島根県 17.2 →

｀
17.7    徳島県 225 → 227

高知県 229 → 171    長崎県 24.4 → 246

3.ヒ アリングに当たつての主な視点

○ 結核対策の概要

「近年の現状と課題
・どのような計画を策定 しているか

― 予防計画の概要

― 結核対策指標
・どのような施策を講 じたか

― 特に重要課題に対する施策

0 対策の結果
・計画にそつて対策を講 じた結果、結核罹患状況等はどのように変化 したか

二 指標の達成度等

○ 対策の評価
・結核罹患状況等が変化 した理由はなにか

― 罹患率が減少 している場合、特に功を奏 したと考えられる対策は何

か

一 罹患率が停滞 している場合、対策があま り功を奏 していない原因は

何が考えられるか。
,結核罹患状況等に影響を及ばした外部要因等はなにか (あれば )

・今後、強化すべき対策・改善すべき点はなにか



全結核罹患率の推移 (全国と6都県)
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喀痰塗抹陽性者数、全結核罹患率、死亡率 ①
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喀痰塗抹陽性者数、全結核罹患率、死亡率 ②
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小児結核患者数 ①
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

E15‐14歳

■04歳

1999   2000   2001  2002   2003   2004  2005  2006  2007  2008

」ヽ児結核患者数 ②

(人 ) 高知県
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

□5-■4歳

■04歳

1999   2000   2001  2002   2003   2004  2005  2006  2007   2008

長崎県
・０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

０

E15-14歳

■04歳

1999   2000   2001   2002   2003  2004  2005  2006  2007  2008

7



結核患者のうち、外国籍の者の割合 ①
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結核患者のうち、外国籍の者の割合 ②
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(東京都)結核予防計画

項目

東京都結核予防計画・東京都結核予防推進プラン

課題 具体的な方向 子き果 (平成 20年 )

① 予防ヌ」策の

徹底
フラン 1 予防援種
ア 受けやすい接種機会の確保
イ 法定接種期間経過後におけ
る適切な対応
ウ 接種技術の確保
工 冨」反応のモニタリング等の
実施

ア 手L幼児健康診断との同時実施
イ 任意接種に関する情報提供
ウ 医師への研修
エ コッホ現象・副反応に関する
情報提供

【数値目標 1】 生後6か月時点にお
けるBCG接種率を95%以 上とす
る。
―平成 20年度 96.7%(達
成)

フラン2 患者の早期発見
ア 定期検診の適切かつ着実な
実施
イ 定期外健診の適切かつ着実
な実施
ウ 有症状0吉の早期受診等の一

層の推進

ア 適切な対象の選定
イ 対策技術レベルの標準化
ウ 医療機関の早期受診の啓発

・精神病院、老健施設入所者、帰国
子女等に対する健康診断の実施
・技術委員会において、接触者健康
診断マニュアルを作成
。早期発見啓発用バンフレットの作
成・配布 (プラン6再掲)

・結核予防週間キャンペーンの実施
(プラン6再掲)

フラン3 重点対象への取組
ア 重点対象施設 重点対象者
への取組の推進
イ 医療機関での取組の一層の
推進

重点文」象ガイ ドラインの作成
医療監視分野との連携の推進

ア

イ

・技術委員会において、罹患率の高
い地i或を重点文J象地区に指定
・重点対象者 (住所不定者・外国
人・若者)に対し、それぞれの特性
に応した健康診断を実施

12)適 切な医療
の提 1共

フラン4 医療提供体制
ア 結核に関する医療提供体制
のグランドデザイン策定
イ OJl吸器感染症に包括的に文J
応する病床整備の検言」
ウ 結核指定医療機関に関する
積極的な情報提供

多様なニーズに対応
新たな感染症法への文J応
患者中心の医療に向けて

ア
イ
ウ

・結核病床は急激に減少しており、
平成 19年改定時の保健医療計画の
病床数739床 を大幅に害」り込んで
いる (平成22年 4月現在 565
床)。

このため、平成20年度に結核医
療提供体制検討会を設置した。
‐合併症治療に文」応するためのモデ
ル病床整備を促進しているが、結核
合併症患者の受入が進まない (30
床で計945日 (21年度実績))

フラ ン5 直接服薬確認療法
(D OttS)

ア 結核病床を有する病院等に
おけるDOTSの 推進
イ 地 l或 におけるDOTSの 推
進
ウ 全部的なD Ott Sの推進
工 重点対象への療費支援
オ その他の療養支援

ア 院内DO ttS 外来DOTS
イ 薬局DOTS・ 外来DOTS
ウ 東京都DO tt S推進会議 (仮
称)の開催
工 外国人結核患者への支援
オ 結核の後遺症による呼吸機能
障害者への支援

【数値目標 2】 治療失敗・脱落率を
5%以下とする
一平成 20年  9.7%(未 達成)

(参考 :平成 19年  10. 1%)

・ DOtt S支 援員の確保
・医療機関 (外来 栞局)DOTS
実施機関の確保
・医療連携バスノー トの作成
・外国人医療通訳の派遣

0洒 策を支え
る基礎的取組

フラ ン6 調査研究・人材育
成・普及啓発
ア 調査研究の推進
イ 人材育成の推進
ウ 普及啓発の推進

ア 薬剤耐性菌の発生動向監視強
イし
イ 職員技術レベルの維持向上と
標準イじ
ウ 重点対象者それぞれの特性に
応 した普及啓発

・栗剤血」性国の2数調査の実施
・看護学生t医学生向け教育補助教
材の作成・配市
・対象者BU結核予防請演会の実施
・結核予防啓発冊子の作成・配布
・結核予防週間街頭キャンペーンの
実施

フラン7 法改正への対応とハ
都県市連携
ア 新たな感染症法に対応した
感染拡大の速やかな防止
イ ハ都県市連携の一層の充実

医師の届出の迅速化
具体的連携策の検討

ア

イ

・保健医療情報センター (ひまわ
り)を活用し、保健所における発生
届受理業務の24時間体制を確立
・八都県市連絡会議を開催し、運名
での国への提案活動などを実施

④広域的な運
携体制の構築

フラン8 対策の一体イし
ア ロ標の共有化と評価指標の
統一

イ 情報の共有化の推進
ウ 技術レベルや実施基準の共
通イヒ
エ 広域的な調整

ア 結核文」策技術委員会 (仮称)

での検討
イ 大規模集団感染発生時の情報
共有
ウ ガイドラインやマニュアルの
提示
工 区市町村に文」する東京都の支
援

・芸能人の肺結核発病時に、結核電
話相談を設置
・学校における集団感染発生時に、
本事例に対する問題点を提起するこ
とにより、学校・医療機関への注意
喚起を実施
。これらの広域対応を伴う事例発生
時の関係保健所への情報提供を実施
・感染症危機管理情報ネットワーク
システムを活用した都内保健所への
情報提供・連携

【数値目標 3】 結核り患率を27以
下へ引き下げ
―平成20年  25. 1(達成)



「東京都結核予防計画 ～現代型・都市型結核の克月風に向けて～」の策定について



東京都結核予防推進7ランの概要
平成 19年 3月  福祉保健局健康安全室

項     目 現 状・ 課 題 と具 体 的 な 方 向 く都 区 市 町 村 の 役 割 )

東
京
都
結
核
予
防
計
画
を
踏
ま
え
た
４
分
野
８
プ
ラ
ン

1.

予防対策の徹底

プラン1「予防接種
|

口接:1技術の基により、免疫lE得の成IIに違いが発生 など

口BCG接種技術61修の場の確保や技術的支援を進める。

■市町村の接ll技術管理を支援する。

■受1,やすい接種機会と接種技術を確保する。

プラン 2 1患者の早期発見
|

口区市町村の実施する定期検診対象百に違い.●
I生 している など

■重点文」象の特徴に応した対策 .評価ガイトラインの策定。

日有症状8言の早期受診を啓発する。

■育症状時の早期受診を薔発する。

プラン 3 1重点対象への取組
|

口精
'0料

病院や学習塾薔での集団感染が発生,

日苦年目 (フリーター寺)外国人・艶上生活ま 医療従事書の

“

核多発 など

■重点対象の特徴に応したヌ」策 .評価ガイトラインの策定。

■関係機関と協力し、重点対敏への施策を実施する。

日関係機関とl13カ し、重点対象への施策を実施する。

2.

通切な医療の提供

プラン 41医療提供体制
|

■東京都保健医療lt画により結核医療を提供.

口命令入所■にこつく行政医療のため、患音が医療を選びにくい状況 など

■結核医療提供体制のグラントデザインを策定する。

日外国人結核患者など、重点対象への原養支援をすすめる。

日外国人結核患者など、重点対象への療量支援をすすめる。

プラン 51直接服薬確認療療法 (DOTS)|
口「東京都版21世紀型DOTS=集 」を実施中だが、取組に地環置あり

日外国人縫核患者治療 服菫支援員制度により、外国人患書を支経 など

■技術の標準イじを進める。東京都DOTS推 進会議 (仮称)を開催する。

■病院DOTSや tlEttDO T Sを 推進する。

■路上生活者文」策における関連機関との連携などの服興支援に協力する。

3.

歯策をJ登 墨壺

プラン61爾蚕研肇 人材青成・普及啓発
|

●絡核口遺伝子検壼 (RFLP法 )を実施している。今後は新たな遺伝子検壼 (V

NTR法 )も必要とされている。

■医療関係者等への講習などを実施している01技術レベルの一目の向上が必要
=

■ホスター・田子等による●及薔発を実施している.l●Lの対象を3め、一日の日

及薔発が必要.

…

 ・
薬斉Jnl性菌の分子疫学的監視体制を強fヒするため、都健康安全研究センターの体制を

豊情していく。また、重点ヌ」象百への普及薔発を行う。

■人材青成やO」 T等を推進する。また、QFT検査を活用する。

■人材青成やO」 T等を推遣する。また、者3民に知識や情報を提供する。

的取組

プラン 7「法改正べの対応とハ都県市連携
|

■鶴核予防法の廃止と懇染症藩への統合が、平成19年 4月実施.

●東京都、11素川県、千葉県、lettIR、 横浜市、川崎市、千葉市及びさいたま市

により「,輛県市懇染症対策連絡盆鵬」を設置している。

口「八都県市感染症対策連絡会議Jて広1口連携策を検8,する。

■法改正に文」廊レ 新たな結核感染拡大防止体制を構築する。

■都と連携して取り組んていく。

4.

広域的豊連礎壼劃

プラン81対策の一体化
|

田部 区市田村がそ1■ ぞれ対策を実施しており、日凛や評価指日の設電の彗え方

にこいがある。

■情18や技術レベル薔に各自治はで差が生している。

…

 ■施策の立案・実施・評価のための情報共有化を進める。

■技術委員会を設置し、評価指標、ガイトライン等を整備する。

ロガイドライン等に基づき、自らの日標を設定し、対策を進める。

■ガイトライン等に基づき、自らの目朦を設定し、対策を進める。

の構築

(*)保健所の役割は、痛別区 (保健所政令市 (平成19年 4月から八王子市))における保健所蓼務を含む。

じ考)結核予防計画における日標 【目1票 1】 都内の生後6か月時点での BCG援種率95%以上

【目標 2】 治療失敗・脱落率を5%以下

【目標 3】 部内の結核り患率を27以下{人□ 10万対)



■ 重点対象者に対す る結核対策強化検診 事業

1 概 要

(1) 目 的

(2)事 業 開 始

(3)内  容

都市型結核の象徴とされる重点対象者 (①フリーター等の若者、②外国人、③

路上生活者 。住所不定者)に対する検診機会を確保することにより、早力1発見・

早期治療につなげ、都の結核り患率を低下させる。

平成 20年度

東京都結核対策技術委員会が指定する重点対象地区にCR検診車を派遣し、健

康診断を受ける機会が少ない重点対象者 (①フリーター等の若者、②外国人、③路

上生活者 。住所不定者)に対する結核検診を無料で行 う。

検診の結果 (検診結果は、その場で判明する)、 要lil密 検査となった者に対して

は、保健所が医療機関を紹介するなど、必要な対応を行 う。

(*CR=コ ンピューテッドラジオグラフィくコンピュータデジタルX線撮影>)

3 実績 (平成 20年度 )

lrittll 実施巨l数 受診者数 (人 )

フリーター等の若者 153

外国人 3 129

路上生活者・住所不定者 2 124

年越 し派遣村 4 89



■ 結 核 地 域 医 療 ネ ッ ト ワ ー ク 推 進 事 業

1 概 要

(1)目    的

結核 り患率全国ワース ト2位からのllFL劇〕と、り忠率半減を日指 し、都内の二次保健医療閣 (及びそ

の周辺)を一区域として結核医療をネットワークイとすることにより地域において結核患者を治療中断

することなく治療完了まで支援する体制を構築する。

(2)事 業 'H ′台     J「 F屹 20年た芝

(3)内    容

結核患者の減少により、結核医療の引ЧヤLσ)維持が 14・n難 となっている 方で、多剤耐性紺i核・

合 lll li結 核は増加 してお り、これ らに対応できる病院が少ない とい う‖l題が4Lじ ている。 また、

住所不定者等卜11会 的ハイ リスク者の退院後σ)フ ォローアップゃ人院期‖lr/D短縮に伴 うi量院後のD
oTS患 者′)増加に′)い て地域における医療機 1川 等σ)lζ 備が進んでいない.

そ こで、結核医療提供体制の適り」な機能分化を進め、二次保健医療圏 11位 (及 びその周辺)一
区域 として結核医療をネットワー ク化 し、地域における一貫 した患者支援体‖‖を1“備する。

ア DOTSに りちわるへ材の育成・ lirli保

・都内医療機 1周へσ)院内D O T SIIl進のためのlJF修

・ DOTS支 援 !'lυ)育成 :派遣

イ 地域DOTS連 携医療機関の確保  .
・ 外来医療機関 (診療所 。薬局)へのDOTS支 払訪1金

ウ 結核地域連携クリニカルパスの運用

・診療所、薬局、保17tr所で統一的な 「服薬パスノー トJの作成・運用

工 結核地域医療 ネットリーク推進のための検魯1会 の開催



予防計画

予防計画
(長野県)結核予防計画

目的 施 策 結果 (平成 20年 )

定期健康診断 寝たきり等の理由により
定期健康診断の受診が困
難な者、また外国籍県民
及び就学や就業、短期研
修などを目的に入国した

外国人に対して健康診断
を実施し、結核患者の早
期発見、早期治療を促進
し、二次感染の防止を図
る。

寝たきり等の理由により定
期健康診断の受診が困難な
者、また外国籍県民及び就
学や就業、短期研修などを
目的に入国 した外国人に対
し健康診断を実施。

住民定期健康診断
対象者数 493,391人
受診者数 135,966人
受診率    27.6%

受診困難な者に対する健康診断
高齢者   489人 受診

結核患者   0人
(事業開始から29,053人実

施、 結核患者 12人発見)

外国人  160人
結核患者  0人

定期タト健康診

断

結核に感染 してると疑う
に足りる正当な理由のあ
る者を確実に健康診断対
象とし、健康診断を実施
する。

関係機関と連携を図り、対
象者を適切に選定する。

定期タト健康診断
対象者数 3,577人
受診者数 3,560人
受診率  995%

BCG接手重 BCG接種率を6ヶ 月時点
90%、 1歳時点で95%
となるよう努める。

必要に応 じ、接種機会の確
保並びに市町村への支援。

BCG接種率
(1歳時点 H18)

対象者数  15,266人
接種者数  14,735人
接種率    965%

服薬確認 結核指定医療機関と連携
し、結核患者に対 し個別
に服薬支援計画を作成す
るとともに、治療終了ま
で支援する体制を構築す
る。

院内DOTSの推進
DOTSカンフアレンスの

実施
コホー ト分析による治療
評価

治癒    2.2%
治療完了 30.0%
死亡   23.3%
治療失敗  11%
脱落中断 10.0%

地 1或 活動予防
活動の推進

地上或予防活動を推進する
団体の取り組みを支援す
る。

地域予防活動を推進する婦
人組織を対象とする研修会
の開催

信州婦人健康のつとい
平成20年 9月24日
参力0者数 630人

講演
「結核はみんな矢Dつ てる、忘れ
てる !」

講師 結核研究所



1 患者の発生状況
(1)罹患率の推移

長野県における結核の現状 と対策について

平成22年 5月 25日

長野県健康福祉部健康長寿課

罹 患 率 (人 口10万人対)
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(2)結核有病率の年次推移

有 病 率(人 口10万対)
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(3) 結核による死亡者数及び死亡率の年次推移

死亡率 (人 口10万対)

(結核発生動向調査確定表 )

(毎月人口異動調査)

.16:
●

14  1

1 0

121

^101
死

皐

31▲

V6

11

2

0
45

●                            ~
●

● .

・
ハ

▲ :11:i:l i l i11 1l t

“

       60      元      5

(午次)

,● 全 国   |
| ` 長野県

:litt'11‐ 1'tt81

:3 〕1 :5 :●  17 11 :9 20

2,980

2,183

644

362

253

161

144.

105.

31.

18.

12.

8.

２５

３０

３５

４０

４５

５０

５５

６０

元

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

Ｈ

ｌ２

‐３

‐４

‐５

‐６

‐７

‐８

‐９

146,241

22,366

15,899

6,439

4,692

3,527
3,664

3,325

3,347

3,235

2,795

2,328
2,295

2,267

2,194

187.2

146.4

52.3

34.2

22.8

15.4

9.5

5.5

2.7

2.7

2.6

25
2.6

2.3

2.2

2.2
23
2.1

1.

1.

1.

1.



(4)新登録患者構成比
登録時年齢区分別、長野県

16年

17年

18年

19年

(5)外国人結核の状況

国
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結核管理図

20

平成20年 指定都市含む47都道府県版

長野県
人口

新登録者数
罹患率 (10万対)

年末活動性結核者数
有病率(10万 対)

2,170,691
221

102
166

76
平均以下

-2

47都道府
県平均

-1      0

一

平均以上

2年末総登録数      648                          47都 道府  基準 fヒ

靭 ……鮨擢値……県平均……̈編薫
蔓t茨況

………………………■後結核藩騨
…………………………‐̈…………

■沸対  1018  17C9  -164

-3
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1

憲苦雰月…■覚み選お……7¨勢響等:謬勇鰊 答……………………政……1ま

“

……
1ま力………

'tj

2喀痰塗抹陽性肺結核罹患率

8初診～診断1か月以上割合

13新肺結核中再治療割合

20肺喀塗陽性初回コホー ト死亡割合

21肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合
22肺喀塗陽性初回ヨホート転出割合
23肺喀塗陽性初回ヨホート12か月超治療割合

26新肺結核中培養等検査結果把握割合
27新肺培姜陽性中薬剤感受性結果把握割合
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3 結核死亡率は人自動態による。
1■ この指標値は前年の成績であり、接触者検診実施数は地域保健・老人保健事業4R告の

定期外患者家族検診実施致より抜粋した。
16 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
17 前年の新登録患者で登録時入院または外来の息者が対象である。
19～ 24 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

グラフと偏差の符号が逆 :
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予防計画

予防計画

(島根県)結核予防計画
H1710島根県結核予防計画策定
H2008島根県結核対策推進計画に改訂

目的 施策 平成 15年状況
※計画策定時に基礎と
した数値

結果 (平成20年〕
※結核管理図掲載済の数値以

…
島張県結核

対策推進計
画

結核罹悪學
H15年 :199

-H21年 :150
第 1～第 10の目標達成 199 177

第 1 眠19看健康診断
の徹底

{l燿晏力晴 促康診LIIの 受5多率¬00%
121結核発生届の届出期限連守の励行
131結核発生届受理後、 2週間以内の

初回対応 100%。 (接触者健診
文」象者の適切な設定。)

(1)842～ lUO%
(21 -
131 985%

(H18年状況)

862%～100%
当日中の届出 :89%
100%

１

２

３

第2 早期発見の推進 (1}発病から登録まで 3ヶ 月以上 :

10%以 下
12)受 3夕の遅れ (発病から医療機関

初診までの期間が2ヶ月以上)1
0%以下

※正しい知識の普及・啓発
3)診断の遅れ (初診から登録まで

の期間 lヶ月以上)10%以 下。
※医師への研修、情報提供

(11 143%
(全国 :210%)

12)171%
(全国 :188%)

に〕 200%
(全国 :260%)

(11 156%(全国 :181%)

|〕 188%(全国 :182%)

は, 125%(全 国 :199%)

第3 適正医療の普
及、治療期間の

短縮

11, 新登録肺結核塗抹陽性患者7Jl回

治療8・3の標準化学療法 (PZAを
含む4剤)処方割合70%以 上

0 肺結核患者の平均入院期間25
ヶ月以内の維持

にJ 全結核悪者の平均治療期間9ヶ
月以内の維l寺

1)552%
(全国595%)

25ケ 月

(全国 :48ヶ 月)

82ヶ月
(全 国 :113ヶ

０
　
‐３‐
　
月

11}509% (全国605%)
※平成20年結核管 I里図以3a

「新登録全結核80歳未満
中Zを含む4斉」治療害J合」
に指標変更

・島根 :878%
・全国 1743%

(21 ※中央値 :19ヶ月
(全国 :22ヶ月 )

にう ※中央値 :82ヶ 月
(全国 :91ヶ 月 )

※平成20年結核管理図以34

「ф申籠 |に指標恋3
第4 患者管理の徹底 11)入院中のDOTS実 施100%

(21 退院前DOTSカ ンフアレンス

実施 l C10%

0 新規登録喀痰塗抹陽性肺結核患

者の初回治療成功割合80%以 上

14)新規登録喀痰塗抹陽性肺結核憲

者の初回治療失敗、脱落割合5%
以下

100°/●

(H18年状況)

1∞%
(H18年 状況)

686%
(全国 :787%)

１

　

　

２

И)57%
(全国 :73%)

(1).勧きによる入院 :100%
(入院患者全数 :96%)

12)・ 勧告による入院 :100%
(退院患者全数 :79%)

※入院中死亡、転院は除外
{J※ H19年の分類区分追力Dに

より、単純比較不能
・新区分 島根455%

全国455%
口)失敗・脱落害J合

-23%(1人 /44人 )

〈全国 :60%)
第5 院内感染

内感染対策

{l}2次感染の防止ヌコ東推IE

`11職
員の定期検診受診勧奨

2,職員1栞用時の健康診断の実施

指導
||′ 院内・施設内感染文J策委員会

における結核文」策充実への指導
0 施設入所者の定期の健康診断受

診率 :95%以 上
○ 患者発生時の連携体制構築

957%
(H18年 )

“

,～(0, 保健所主催51修金、
医療機関への立入検査時等
に随B寺 指導

12 受診率935%
○各種会議や研修会をとお

して連絡・連携体制構築

第6 定期の健診受診
率・予防接種率の

向上

(1, 市町村実施の65歳以上の定期

健診受診率 180%以 上
囲 職域の定期健診受診率95%以

上
(〕 要精密検査者の受診率 100%
11}BCG機 種率 :生後6ヶ 月時点

90%以 上、 1歳時点95%以 上
(11晏種技術の向上
‐
2'コ ッホ現象の確実な把j屋

il1 8980/0
(H17年度1犬 況)

12)954%
(H17年 度状況)

13)685%
(H18年度状況)

11)生後6月 時点
188%

(H17年度状況)

生後 1年 33点
:94%

(H17年度状況)

70%

95%

13, 78%

11, 生後6月 Bき点 :97%
生後 1年 8吉 点 :98%
※H19年度数値

Ⅲ定期予防接種研修会開催
12,定期予防接種実施要領の

連守によるコッホ現象の
把握

(2)



第7 関係機関この運
携

医師会と協力した請習会等の開
催による情報提供

医療機関との間における円滑な
情報交換による結核文」策の強化。

{2)

(3) 学校・教育機関との連携強化

11)市 OI村 との連携強イじ

① 定期健診受診率の向上。

② BCG接 種率の向上、接種技
術の向上。

151 他都道府県・市町村と連携によ
る確実な接触者健康診断の実施、
患者の1主 居移転後の治療引継

(1)―  {5) 一 ほ)県工催で医BIF含 の講座認
定を得た医療機関請習会の
開催

② 上言31)の研修、保健所主
催研修、各種会議、患者支
援等で日頃から連絡体制を
構築

131 教育機関設置の文」策委員
会等への委員就1王、健診実
施0寺の助言等日頃から連携
体市Jを構築

‖1 各種情報提供、生活保護
受給者への対応等随暗連携
●結核予防週間での啓発活
動等

(2)県 主催の予防接種研修会
の開催。 (県内接種率は
優秀)

働 関係機関との連携、関係
法令の遵守により適切に実
施

第8 結核発生動同5周

査の精度向上
11)喀痰塗抹陽性思者の初回治療コ

ホート文」象者で情報不明宮」80%

● 年末時点における登録患者の病
状不明の割合を3%以下。

り 発生動向調査1旦当者研修の実施

』　　　協釘
・

１

　

　

　

　

２

　

３

168%)

11※平成19年結核罹思図以b筆

「情報不明割合」の区分が
削除
(半」定不能害J合 :682%)

● 117%(全 国 :190)

0 発生動向調査担当者611修

は開催せす。システムに係
る請義がある結核研究所研

'多

への派遣

第9 人材の育成 (1)結核に関する研修含への橋極的
な派遣。

② 講習会等の開催による、職員研
修の充実を図ります。

13)医師会と協力した医gnlへ の61修

会等の開催。

(1}― (3}― 結核bll究 所611修、QFT
検査等技術研修への派遣
・131 結核指定医療機関講
習会の開催等

第 1 人権の尊重 11}患者情報の収集、利用にあたつ
て個人情報の保護

● 結核に関する情報の公表、正し
い知識の普及啓発による結核に対
する偏見や患者への差Bljの 解消

国 医療機関に文」して、患者に充分

な情報をlIO供 し、説明と同意に基
づいた医療が行われるように求め
る。

И)関係法令等の連守による患者の

人権を尊重した
'」

応

(11-1′ 1)一 11,・ [4}関係法令を通冒した
文」応の実施

● 結核予防週間等をとおし
た知識の普及

侶1 随時文」応

【総 括】

診断の遅れは減少しているが、受診の遅れの増加等により発見の遅れは増加傾向にあるため、よリー層の啓

発活動が必要。
また、市町村と連携し、定期健診受診率・精密検査受診率の向上に努める必要がある。

「第3適正医療の普及、治療期間の短縮」、「第4患者管理の徹底」:

患者探知後については、治療方法、治療期間、服薬確認等の指標で良好な結果となつた。ただし、高齢者の割

合が多く、標準4剤治療が行えない場合が生じたり、治療中の死亡者(結核外含む。)割合が高いといつた状況に

ある。                                  ヽ

※(H20結核管理図 結核死亡率 :全国1位、前年登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療コホート死亡割合 :

全国2位 )



「島根県結核対策推進計画」の策定の概要について

1 策定の方向

結核対策については、平成 19年 4月 1日 に「紀i核予防法」が廃止され、「感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に開する法争|」 並びに 「予防接種法」に統合され、制度が運用されている。

また、厚生労lfllJ大 臣は、法に基づき絆‖亥の予防の総合的な‖[進を|・
Xlる ため「結核に1対する特定感染

症予防指針」を策定している。

島根県においては、平成 17年に「島根県結核予防計画」を策定し、平成 21年度を達成目標と

して結核対策を行っている。

今回策定する「島1長県紺i核対策推進言「画Jは、これら法改正等の内容を踏まえ、現Fiの 「島根県

キIЧ亥予防計画i」 の内容・体裁を組i承 し、現f'法に合致するよう一剖
`記

述の幣理1・ 変更を行ったうえ

で、り|き 続き結核対策を行うものとした。

2 具体的な改正内容
「島根班t糸l‖亥予lllJ:卜画」に対し、 卜に次の内容を変更′)う え「

l「ル根県結核ilttlllill計 画」を策定

した
`,

(1)法改正等による記述の変更

○結核対策に関する根拠法等の変更
。結核予 1/J法    → 感染症法、予防接種法

※その他、第 l章の第 1で法改 11等の変藤について記M｀ し́た。

○法改正に伴う名称の変更
。人権への再己慮   → 人権の尊

'「・定期健康診Wi  一 定り明の17rll康診円i

・定川1外 177111k診断  → 接角J:者健‖こ診脚:

・1旨定医療機関   → 結核・lil床を有する第il種感染flrl旨定医療機関、

結核指定医療機関

・結核診査協議会  → 感染lil診査協議会絆1亥湘
`会

         など

○その他制度の変更による対策の変更

。結核の届出り切限の変更 (2日 以内 → 診‖り:後直ちに)

。接触者慈ゝ診断の検査方法の変更                 など

(2)目標の変更

○目標年度
「結核に関する特定感染症予llJJI旨針」の「1標午が]殉戊22旬■であることをraiま え、「Itllk県結

核予防計画」の日標年度と同 じ平成 21イ 11度 を目標にした計 lllと した。

O目標 。目標とする指標値の変更

・予防接種率以外の項日について、11標 。日標とする指標111の 変更はない。

・予防接種率は、「結核に関する特定感染力
=予

防指針」に基づき、次のとお り変更した。

現行 :生後 6月 時点90% → 改正 :生後6月 時点90%。 1歳‖寺点 95%

(3)結核対策の現状
。「島根県結核予llJJ‐ 計画」ではlη成15イ″ )数値のみ掲1支 していたが、「島根県絆‖亥対策推進計

画T」 では、平成 18イ Fの数値を併記し、直近の1人況並びに||た移が確認できる.1う にした。こ

オ嶼こ併せ、絆‖亥の現1人 とi果題について、 ‐湘S加筆修正した̀
)

。定期の健‖モ診脚7・ 予

'鍛
Triは、平成 17年度から実施方法が変更となつたので、1勾茂17イ「

度及び平成 18年度の数値を掲1支 した。

“
脅



結核管理図

新登録者数
罹患率 (10万対)

平成20年

8初診～診断 1か月以上割合

13新肺結核中再治療割合

指定都市含む47都道府県版

721,918
128
17 7
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3 結レ死亡率は 人口動態による。
H この指標値は前年の成績であり.接触者検診実施数は地域保lll・ 老ノ、保健事業報告の

定期外患者家族検診実施数より抜枠 した。

16.前 年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である.

17 前年の新登録患者で登録時入院またlt外来の患者が対象である。

19～ 21 前IFの 新登録喀痰塗妹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

グラフと偏差の符号がj_t:

指標値番号 :10,11,11.15,19,25,26,27
順位は指際値
による降順位



(徳島県)と<しま結核対策～パッケージ21～

予防計画

(徳島県)とくしま結核対策～パッケージ21～

平成20年度目標 戦略

診
検中叫剌

①
ぐ
診

①新登録患者の5%を接触
者検診で発見
②新登録患者あたりの定期
外検診受診者数の向上
・ツベルクリン反応検査数
を増やす
・胸部×線検査数を増やす

◆定期外検診の手引きに沿つた

実施
・施設・事業所等での接触者検

診の徹底
・追跡体制の強化
◆定期外検診実施の評価

①H16年 217
→ H19年 227

②H16年 311
→ H20年 211

②患者指導の
向上

① D OttS実 施率を 10
0%に
②治療成績の向上

治療失敗脱落中断を5%
以下に

◆初回・早期の面接の実施と間

題発見
◆脱落の予防.早期発見と早期
の対応
◆現状の分析と患者管理の評価

①

②H16年 794
→ H20年 694

0適 正医療の
普及

①診断の遅れを減らす
初診～登録 lヶ 月以上を

20%以 下に
(21新 登録肺結核中菌陽性率
を70%以 上に

③年末活動性 1市 結核中 IN
H単独処方使用をゼロに
14)年 末活動性肺結核中 IH
N.RFPを 含まない処方
を5%以下に

080歳 未満の初回治療喀

痰塗末陽性患者の PZA使
用率を85%以 上に

◆結核に関する診査等の協議会

による適正医療の推進
◆一般医療機関・専門医療機関
への支援
◆現状の分析

(1)H16年 2817
-H20年 2273

●)H16年 7826
-H20年 8409

t3)日 16年 136
-H20年 O OO

(4)H16年 680
- H20年 729

15)H16年 4933
-H20年 6909

14,サ ーベ イ ラ

ンスの精 度 向
上

①病状不明を5%以下に
②新登録肺結核中1吝 費等検
査結果未把握をゼロに

◆医療機関に文」する結核管理に
ついての広報
◆管理検診・定期病状報告の強
イtS
◆菌検査情報の追跡と確実な入
力

(1月 16年 2854
→ H20年 1053

(2

⑤効果的定期
検診の推進

①施設・事業所等の定期健
診 (予 防接種)報告書 (月

報)の提出率の向上

◆定期検診受診の徹底
◆ハイリスク住民に文」する検診

の実施

亀lH1 6年 760
-H20年 770

⑥予防接種の
効果の確保

①6か月児のBCG接種率
を90%, 1歳児のBCG接
種率を95%に
②予防接種技術の確保を図
る :BCG接 種平均針痕数
を増やす

◆生後6か月までのBCG接種の

徹底
0)H19年 9951歳児
②

0人権の尊重
と普及啓発

①受診の遅れを減らす
発病～初診2ヶ月以上

◆結核関連情報の発信と教育の

推進

(DH16年 1194
-H20年 920

0院内感染及
び集団感染防
止対策

①医療機関等での結核集団
感染を防ぐ

◆病院・施設内感染対策 (結核

対策)の推進



徳島県における
結核対策の過去5年間 (H16～ H20)の取り組み

～とくしま結核対策パッケージ21より～

◇確実な情報収集の実施
・迅速な患者発生の把握
・正確な結核菌検査情報の把握
・迅速な初発患者調査の実施

◇的確な定期外検診の企画
。必要十分な対象者の選定
・定期外集団検診の検討会開催等による適切な集団感染対策の実施

◇円滑な定期外検診実施のための体制整備
。医師によるインフォームドコンセン トの徹底の依頼
・本人 。所属集団の責任者の理解と同意を得る

◇対象者の完全な検診受診
・喀痰塗抹陽性患者に重点をおいた接触者検診の実施
・データベース等を利用した定期外検診実施計画表の作成と追跡の徹底
・保健所以外で実施する場合,保健所の企画に沿つた実施の依頼

(パンフレットの作成)

・ツベルクリン反応検査対象者の的確な把握と,受診しやすい体制づくり
・接触者検診受診者のための「しおり」の活用

4,接れ7健診を受ける方ヘ

接触者検診 しお り (家族等向け) 接触者検診手帳 (病院従事者等向け)



・DOTS実施率を100%に
。治療成績の向上

◇主治医によるインフォーム ドコンセン トの徹底の依頼 (本人・家族 )

。塗抹陽性例の場合は 1週間以内に主治医と連絡

◇初回面接時の服薬指導の徹底
・喀痰塗抹陽性患者の病院面接の実施

.雪馨繕喜具多ラ亨ワ挙最3罷興早膿
イ直を1週間とする(遅くとも2週間以内)

の活用

◇結核病床を有する病院 との連携強化
・病院内での服薬管理の徹底に対する支援 (院内DOTSへの取り組み支援)

◇退院時の病院 との連携強化
。退院前のDOTSカ ンファレンスと個別患者支援計画作成の実施
・退院届の7日 以内の徹底

◇地域における服薬支援の推進
。患者の状況に応 じた地域 DOTSの実施

◇服薬支援事業の評価
・コホー ト分析等による患者管理の評価
・県下での症例検討 (治療脱落例)

“

●lに な 1,よ ,"調 07jを 饉いこ

服薬手帳

+

●
０



:量肇喜]亀燃亀亀偉鳥晨彗舌ヒΣ昌語をゼ
・年果活動性肺結核中 lNH、 RFPを含まない

°
駆哺習爾聾鍵鍔遅蒲び堅鍵r塗

抹陽性患者の

◇結核に関する診査等の協議会の統合による専門性の強化

◇結核医療事業運営協議会 (研修会)の開催の継続

◇医師向け研修会の開催

◇結核病床を有する医療関係者の教育への支援

◇医師に結核管理システムを理解 してもらうための広報活動

(パンフレットの活用)

°
「謄縣鞣韓新鮎鴨感魂射
◇薬剤感受性試験異蓮施

と菌
事議ξ尋裏要鍵蜂野感受性試験の結果の確認)

◇医ぉ辮婁ぶ最
て
憂野儒誕霧じ,・ 署雲翻

実施

l辱壇褒驚籍彰挙
=曇

等検章結果

◇患者届け出票などの記載要領の作成と配布 |

◇管理検診対象者には訪問及び個人通知により受診勧奨

t報告書の送付

◇病院連絡 (電話 口文書等)による登録時の菌検査情報の確実な把握

◇       躍森霧唇痣爵費管弘手する
◇

嘲 まま′』断乱 (現在は直ちに)の患者発生届出, 7日 以内の入退院届出の徹底

(パンフレッ ト活用 )

ｎ
，



診
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検
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報

定
月
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種

等
接

施
報
提◇市町村における住民検診の実施状況の把握

◇事業所定期検診の実施状況の把握と徹底

◇施設検診の実施状況の把握と徹底

◇有症状時の早期受診への啓発

◇結核予防法の定期検診規定以外の事業所・施設等への必要時の検診について

の広報

◇長期在住施設 (福祉施設や精神障害者施設など)における検診の推準

◇接種担当医師への支援

6か 月児のBCG接 種率を90%,
1歳児のBCG接種率を95%に
予防接種技術の確保を図る :BCG
接種平均針痕数を増やす

V・
ユ打娠函覆み手技,三

'ホ

現象についてのパンフレット配布

◇
:ま撃骨],Iま菫[i!:営ちこ![lil[λパンフレット配布`:BCG接種の副反応や コッホ1

・受診の遅れを減らす
発病 ～初診 2ヶ 月以上

・グループリーダーの育成

◇結核予防週間時に「結核キヤンペーン」の開催

◇有症状時の早期受診への啓発

医療機関等での結核集団感染を防ぐ

◇鳴 夢観妙齢郵‰基り高
。長調壕房蓬奥需霊辱臭源完霙

健康管理について

.授盲
;:雉

契驚異委員会の設置と効果的な運営

◇医療監視時の結核感染防止対策に関するチェックリス トの活用

◇
参異鷺置彗まぞ″議裏

事業所 (学
亨

塾等)への有症状受診や必要に応じた検
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高知県結核予防計画―第 2次高知県結核根絶計画―

中目標 戦 略 結果 (平成 20年 )

0援触者棟診
の強化

①結核定期外健康診断に関す
る処理基準及び保健所におけ
る結核文」策強化の手弓|きに
沿つた検診の実施を徹底す
る。

②新登録肺結核患者の接触者
検診発見率を5%以上を維持
する。

。①②関係機関、施設等との連携強
化による患者と接触者の的確なl巴握

・O②集団感染が疑われる場合に発
生0薔対策検討会を開催

・OD接触者健診の徹底

f49「保健所における結核対策強化
の手3日 等を基本に、接触者健診
を実施した。
受診率98.8%

②新登録結核患者中の接触者健診
発見割合は、21%{全国37%)

②院内感染対
策

医療lJl関での結核集団感染を
ゼロにする。

・院内感染対策委員会における編核
対策の充実

・看護学生、医療従事者への2段階
法ツベルクリン反応検査の推進

・医療従事者の結核発生モニタリン
グの実施

・医療機関、高齢者施設等への結核
予防意識の普及

結核集団感染の定義に当てはまる
事例は発生しなかつたが、院内・

施設内感染事例は発生した。

(O DOttS推 進
に よ る患 者管
理の向上

初回面接 0きか ら治療完了まで
一貫 した服薬支援計画のもと

支援を行い、特に喀痰塗抹陽
性肺結核患者に対する直接服
薬確認治療率を95%以 上、

「治療成功」を80%以上、「

その他Jを8%以下、「治療失

敗・中断」をゼロにする。

・保健師による早期初回面接の強 1じ

と標準イじ
・服薬継続 リスクアセスメン トの実
施 (地域DOttSの推進)
・院内DOttSの推進
・DOTSカンファレンスの実施
・コホート分析による治療の評価
・県下統一服薬手帳等による服薬支

援

・直接服薬確認治療率 (・DOTS
実施率)は100%

・平成19年の

「治療成功」 543%
「治療失敗」 O
「中断」   85%

④適正医療の
普及

H16年7月 に改正された 1編

核医療の基準」に貝」り、初回
治療4剤の普及を図り、新登
録肺結核患者の4剤治療率を
50%以上にする。

結核診査協議会の機能強イじ

含同診査会の開催

医療機関との連携

新規登録肺結核悪者の 4斉J使用率
は、813%

15」 効果的な定
期 健 康 診 断
BCG接種に向
けての支援

0手し児のBCG授種率を6ヶ月
時点で90%、 1歳 時 点で
95%以上にする。
②施設入所者受診率を95%
以上にする。
③事業所における健康診断及
び65歳以上の高齢者の住民
健診受診率を向上する。

。①生後6ヶ月までのBCG授種の勧
奨及び接種機会の確保並びに接種医
への技術支援
・②寝たきり者等の胸部X線検査受
診が困難な者に対する喀痰検査の活
用
・③広報等の活用による定期健康診
断受診率向上のための啓発

①BCG接種率
「生後6カ月8き点」943%
「1歳 B吉点」  948%

②施設入所者定期健診受診率
882%

③事業所における従事者の健康診
断受診率は向上しているが、住民
健診の受診率の向上は見られな
い 。

⑥ 結核予防恵
識の普及と対
策推進のため
の 情 報 活 動
(ア ドポ カ
シー活動)

①医療機関、高齢者施設、雨
町村、学校等の自主的取り組
みを支援する。
②医療機関の診断及び届出の
遅れ短縮のための啓発を強イじ
する。
③地域住民、ハイリスク者ヘ
の有症状受診の啓発を3螢イヒす
る。
④手L児のBCG接種の周知徹
底を行う。

⑤E10TSの普及啓発を行う。

・①結核対策に関する情報のフィー

ドバックの推進
・00人材賛成のための研修の充実
及びその成果の活用
・②③C4」医師会、市町村、地1或住
民、高齢者施設等に対する啓発
・②③Э医師会等関係機関との連携
・(Э∞ TSの推進

②各保健所で研修や啓発活動を実
施。

②③発見の遅れ
「診断のim_れ」 13.7%
「受診の遅れ」 208%

④ほぼ周知できている

⑤できている



(長崎県)結核予防計画

(長崎県)結核予防計画

た。死亡や転出といった事例を
除き全ての0客痰塗抹陽性肺結核
患者に対しDOTSを実施し
た。
②全結核中4剤処方割合は
628%であつた。
③年末活動性肺結核中INH単独
処方割合は15%であった。
④前年全結核治療完遂継続者治
療期間中央値は約9月であつ
た。

勤性全結核中2年以上
治療割合は37%であった。
⑥肺喀痰塗抹陽性初回治療コ
ホート中治療成功割合は
343%、 失敗脱落中断割合は
162%であつた。

提言を行い、初期強化療法の普及
を促進する。
・結核患者収容モデル事業の検討
・関係医療機関連携体制の整備
・日本版DOTSを 実施し生活支
援体制を整備する。

を促進し、確実な治療完遂を図
る。
①日本版DOTSを全保健所で
実施し、喀寝塗抹陽性1市結核患
者に

'」

する服薬確認治療率を
95%以上にする。
②80歳未満の新登録喀痰塗抹
陽性肺結核初回治療中PZAを含
む4斉」処方害J合を90%以上に
する。
③年末活動性肺結核中INH単独
処方割合を10°/●にする。
④平均全結核治療期間を90月
にする。
⑤年末活動性全結核中2年以上
治療客」合を50%にする。
⑥肺喀痰塗抹陽性初回治療コ
ホート中治療成功割合を
900%以上に、失敗脱落中断
害J合 を50%以下にする。

上」の害J合は約10%(不明・

該当しない場合を除<)
(の新登録肺結核中菌陽性割合
は、805%であつた。
0)市町本」が実施する定期健康診
断の受診率は178%であっ
た。
14壇局査中
(6)事 業所が行う定期健康診断受
診率は922%であつた。
(6)社 会福祉施設が行う定期健康
診断受診率は811%であつ
た。
(71学校が行う定期健康診断受診
率は962%であつた。

健診受診率は864%

査・助言や講習を実施する。
・各実施主体に支,する定期健康診

断の受診勧奨を行うとともに、高

リスク群の特定を行い健康診断を

実Fltす る。
・健康診断実施主体に対する研修
・定期タト(接触者)健診データ
ベースの活用や文」象者が広域にわ

たる場合の調整を図り、効果的な

定期外健康診断を実施する。
・グループホーム等へのモデル的

健診・講習を実施する。

推進する。
①「初診から登録まで 1月 以
上」の害」合を148%から減少
させる。
②新登録肺結核中函陽性害」合を
69%から増力0させる。
10)市町村が実施する定期健康診
断の受診率を700%に する。
14/高 リスク群を設定し健診を行
う市町本」数を増力Dさせる。
(5'事 業所が行う定期健康診断受

診率を90°/。以上にする。
16,社会福祉施設が行う定期健康
診8JI受診率を100%にする。
(71学校が行う定期健康診断受診
率を100°/。にする。
③定期外健診受診率を100るに

する。

およそ98%であつた。
②～0調査中

もに、集団接種の相互乗り入れ体
制等、l■種機会を増やすよう関1系

機関に要請する。
・接種技術水準確保・向上のため
の611修 を行う。
・病院内・施設内に感染症委員会

設置を要言青するとともに、研修会
を開催する。

歳でのBCG予防接種率を95%
にする。
(2,1歳 6カ月健診での平均針痕
残存数を15個以上にする。

③病院の院内感染対策委員会設
置率を100%にする。
④高齢者入所施設の施設内感染

対策委員会設置率を1(Ю%にす
る。
⑤病院の院内感染防止マニュア
ルの作成を1(χ%にする。
lC21高齢者入所施設の施設内感染

防止マニュアルの作成を100%
にする。

r21年末総登録中病状不明割合は
43%であつた。
(3,新登録肺結核中18費等検査結
果未1巴握害」合は531%であっ
た (検査中、未実施、不明の占
める害」合)

矢□する。
・感染症文」策委員会や感染症発生
動向調査専門g日会ゃ地域感染症対
策協議会で評価を行う。
・感染症情報に携わる保健所18当

者へのGJI修 を実施する。

の精度向上に努める。
から 2日以内の届出率を

1000/0にする。
(2)年末総登録中病,大不明害」合を
0%にする。
131新登録肺結核中18費等検査結
果未把握割合を10%に Iβ え

・

“

豚 3多自 励識 云 の 九 夭 τ 凶 Oo
・発生動向調査の分析・/AN表を行
つ 。

・結核予防週間等にキャンペーン
や講習会を実施する。

をまとめた「長崎県の結核」を
作成。結核予防週間等に講習会
を開催したり、キャンペーンを
展開した。

別がないようにするとともに、

適切な情報と正 しい矢0識の普及

啓発に努める。

な研1多へ参力Dできる機会を確保す
る。
地1或単位の研修会を開催する。
医学・着護学教育で結核に関する

核研究所に派遣 したり、九州ブ
ロックの講習会へ参加するなど

質の向上を図つた。また受講者
による報告会を開き知識の普及

質及び量の確保を図る。



結核予防指針改定に係るヒアリング資料【長崎県】

1.罹患率及び年齢構成

2.罹患率の推移

結核罹患率、塗抹陽性罹患率の推移
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3.新登録患者の性・年齢分布(2008年 )

新登録者の性 雀年齢構成,2008年

男0%

全 国

長崎県

(1)年齢別人数分布

(2)年齢別割合分布

100%

(単位 :人 )

(単位 :%)

0-29~ 30-59 60-79 80+   0-29 31 |-5930-79   80+
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(3)年齢別割合分布

単位 :人

男 割合 女 割合 計 割合

0～ 4歳 0 0.0% 0 0.0% 0 00%

5～ 9歳 0 00% 1 07% 1 0.3%

10～ 14歳 0 00% 0 00% 0 0.0%

15～ 19歳 2 1.0% 0 00% 2 0.6%

20～24歳 3 1.5% 7 4.6% 10 2.8%

25～29歳 3 15% 6 39% 9 2.5%

30～34歳 3 15% 4 26% 7 2.0%

35～39歳 3 15% 6 3.9% 9 2.5%

40～ 44歳 9 4_5% 5 33% 14 4.0%

45～49歳 4 20% 4 2_6% 8 2.3%

50～ 54歳 2 1_0% 5 3.3% 7 20%

55～59歳 12 6_0% 8 5.2% 20 5_6%

60～64歳 8 4.0% 2 1.311 10 2.896

65～69歳 14 70% 72% 25 71%

70～74歳 30 14.9% 13 8_591 43 12.1%

75～79歳 39 194% 14 9.2% 53 15.0%

80～ 84歳 42 20.9% 29 19.0% 71 20.1%

85～89歳 23 11.4% 25 16.316 48 136%

90歳以上 4 2.0% 13 8.5% 17 4.8%

合計 201 100.0% 153 100.O16 354 100.0%



4.新登録患者数 (発見方法別)(2008年 )

発見方法

活 動 性 結 核

潜在性

結核

(別掲 )

新登録

患

者

総

数

肺 結 核 活 動 性
肺

外

結

核

活動性

総

数
喀痰塗抹陽性

その

他

の結

核

菌陽

性

菌陰

性

その

他

総

数

初

回

治

療

再治

療

治療中

総数 354 267 124 113 91 52
０
０ 30

健康診断
Ｅ
υ 48 10 9 1 21

一ノ 4 20

個別健診 10 8 3 3 0 2 3 2 1

定期検診

(学校 )

(住民 )

32

4

8

30

3

8

17

2

5 4 1 16 9 2 0

0

0

0

0

2

0 0

1

0

0

1 2 1

1

3

3

10

3

4

０

　

　

１

(職場 ) 18 3

(施設 ) 2 0 0 2 0 0 0

定期外検診 8 8 1 1 0 3

0

4 0 19

(業態者 ) 0 0

5

0 0 0 0 0 0

(家族 ) 5 1 1 0 3 1 0 6

(その他 ) 3 3 0 0 0 0 3 0 13

その他集団検診 2 2 1 1 0 0 1 0 0

医療機関受診 300 217 114 104 10 69 34 83 10

その他 1 1 0 0 0 1 0 0 0

不 明

登録中の健診 1 1 0 0 0 0 1 0 0
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4. 長崎県の結核対策と実施状況

目標

戦 略

り患率を全国平均以下にする

戦略 目標  早めに受診、きちんと治療

重点対象  高齢者

県・市町村

長崎県総合保健

センター(結核予

防会長崎県支部 )

黎
S囲

囲

基 盤

(1)日 本版DOttS事業実施保健所の割合

平成17年度 平成20年度

実施数/保健所数 0/10 10/′ 10

(2)喀痰塗抹陽性肺結核患者に対する直接服薬確認治療率

平成17年度 平成20年度

治療率(%) 100

(3)市町村定期健康診断受診率

平成17年度 平成20年度

受診率 (%) 35.0 17.8

(4)社会福祉施設入所者の健康診断受診率

平成17年度 平成20年度

受診率 (%) 86.3 81.1

(5)定期外健康診断 (接触者健診)受診率

平成17年度 平成20年度

受診率 (%) 91.3 86 4

７
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東京都結核予防計画
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○

○

はじめに ～ 計画策定にあたつて ～

戦後間もない風 結核は、我が国における死因順位のトップを占は「国民病」、「亡

国病」などと呼ばれました。

その後、結核克服のための国を挙げた取組が進められヘー0寺|よ 根絶宣言が出され

ることも期待されましたよ 逆に1999年 (平成 11年)7月、再興の対民を受け、

国は「鱒 緊急事態宣言」を出すに至りまりL

全国の年間死亡者数が2千人を超える結核は、今なお、我が国最大の感染症です。

都内でも、鋼間死亡者数は2百人を超え、新たに登録される患者数も約4千人で推

移しています。また、本年6月に|よ 者B内の学習塾を中心に、国が統計を取り始めた

1992年 (平成4つ 以降、最大の規模となる結核の集団感探究発ヽ生t/1した。

結核|よ 現行の結核予防渤 姉」定された1951年 0鋼26年)当0寺とは大き<
変化した社会状況の中で現代的に変貌し また人々の集積する大都市で|よ 新たな発

現形態を示しながら存在し続けています。

しか臥 現代医学を踏まえれ|よ 結核|よ 克服不可能な病気ではありません。ただ、

その根鰍こ|よ 正しい知識とこれに基づ<予防、治療が必要です。

この計画は、21世紀初頭において、1,200万人が生活する大者B市東京に顕著

に見られる特徴を分析臥 取り組むべき施策を示す、鵬 代型・都市嚇 舗刻 を克服

するための戦略指針として策定しました。

なお、本計画は、都知事の諮問を受け、東京都感染症予防医療時 会が答申し

た「鵬覇諸朧 予防計画』の策定に向けた基本的な者え方について」を都において具

体化するものです。

また、本計画は、本年4月に施行された改正結核予防法第3条の4の規定に基づ

き、都が定める「徹 の予防のための施策の実施に関する計画」であり、2005年
(平成17年)から5年間を対象期間としています。

○

　

○

○

○

○

○

○
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I 結核について

ル

結核根絶への取組雄 めて行くためには、都民、医療関係者及び行政が、結核について

の正しい基礎知識を持ち、それに基づいて、BCG接種や健康診断などの予防対策が実施

され、また適正な医療が確保さMことが必要です。

そこで、この章では、まず結核という病気について考えます。

1「結 核 」とは

○ 結核|よ 患者の体の中の結核菌 (*)が、咳や<しゃみで、空気中に飛び出し そ

れを周囲の人が肺の中に吸い込むことにより感染します。

*結核菌の発見

結核菌は、1882年に、ドイツの細菌学者ロベルトコッホにより発見されました。

結核菌は、極めて丈夫な細菌で、乾燥に強い性質を持ちます。このため、咳などのしぶき(飛沫)の

周りの水が乾燥藝溌して、中′こ部だけとなつた状態(飛閑いでも生き続けます。

一旦、飛沫核となると、結核菌はすぐには、床や地表には落下せず、空気中に30分以上も漂い、空

気の流れに乗つて広がります。 空気で広がり、感染するので、空気感染(飛沫核感染)といいます。

しかし、屋外に出て、拡散したり、紫外線に当たつたりすると、急速に感染力を失います。

○ 結核に感染した人のうち、発病するのは 10人に1～ 2人です。

o そして、結核瓜 他の人に “うつる"の|よ この発病した人が重症イじ臥 咳や痰な

どにより、結核菌が体の外に出る場合です。

○ 結核は、咳、痰k発熱などの症状で始まります。その か 、痰に血が昆じる、食欲

が減る、体重が減る、寝汗をか<、 微熱が続<などの症状もあります。

2週間以上、咳が続いたら、病院などで受診L/tしょう。長引<咳は、要注意で晩

○ 感染してから、2年以内に発病すること』まとんどですが、その期間を過ぎて急

結核菌は体内でいわば「冬目剛痔動 となつて生き続|■ 免疫力が落ちると、たとえ何

十年後でも、発病することがあります。

高齢者に結核発病が多<みられるのは、こうした理由によるものです。

○ 結核の治療期間|よ 通常6か月から1年程度です。また、発病し かつ感染性を有す

る状態になつた人でも、適切な治療を行え|よ 2週間程度でその感染性は、ほとんど

な<なります。

‐
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○ ここで大切なのは、薬を飲み始めて uざら<すると、咳などの症状は良<なりま

す旗 自分の判断で服薬を止めてしまうと、症状は悪イヒし また薬が効かな<なるこ

ともあります。薬は決められた期間、確実に飲み続けなければなりません。

2結 核は 、いま…・

○ 我が国において、2004年 (平成 16年)に、新たに結核患者として登録された

人|よ 29,736人 、り患率 (*)|よ 23.3と なっています。

また、結核による死亡者数|よ 2, 328人です。

* り患率について

り患率とは、一般に、一年間に発病した患渚激嗜人口10万人対比で表したものです。

結核に関する統計上は、新製 もよばれ、当該午内に搬 れた議 10月 1日現在の総人

口で除したものを用いています。

○ 結核が、「国民病」として召れられ、その対策として、現在の結核予防満 」定さ

れた1951年 G召不□26年)に|よ 新登録患者数|よ 590,662人 り患率|よ

698。 4、 結核による死亡者数|よ 93,307人 となっていましたので、我が国

における結核対策は、医療関係者や研究機関の努力とも相まって、めざましい成果を

挙|プてきたと言えます。

○ しかし それでも、現在の我が国の状況|よ 先進諸国と比べると、次表のとおり、

著しく遅れています。

主要国の結核り患率              (人 口10万人当たり)

日 本 ア メリカ イ ギ リス フ ラ ン ス

り 患 率 5.3 10.8 9.5

年 次 2004年 2003年 2003年 2003生F

○ また、世界全体の動向についてですが、世界保健機関 0出0)は、1993年 に、

結核非常事態宣言を出したほか、1996年 の報告書で|よ「克服したと思い込んで

いた結核が、新たなどう猛さで甦つてきた」として、再興感染症としての結核に書鐘

を鳴らしています。

○ 我が国における結核の特徴として、り患率は改善しているが、その減少率は低下し

ていること、特に20～30歳代の減少率が際立って低いことです。

○ さらに、結核のり患率の高い地i或力ヽ 次表のように、大都市に偏り費台めていること

も重要です。

‐
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結核り患率の高い都道府県の推移

1983今1        19934「        2004年

1位   香川県     大阪府     大阪府

2イ立   高知県      高知県     東京都

3位   和歌山県    和歌山県     兵庫県

(38位  東京0   (25位   東京都)

特に、新登録患者数で|よ 東京都 (12.7%)と 大阪府 (12.2%)で 、全国

の約4角の 1を占め、更に次表のとおり、大都市とその周辺が上位を占めています。

全国新登録患者の上位を占める自治体及びそのり患率の状況(2004」→

鰤 諸

ω

り患率

伏 口10万人当たり)

螂

(事寺男ljD【)

3, 764

(2,915)

30. 2

(34. 7)

大阪府

帥

3,627

(1, 627)

41.2

(61. 8)

神奈り|1県

憮 祠

0‖解清何)

1,941

(906)
(363)

22. 2

(25. 5)

(27. 8)

愛知県

綿古帥

1,811

(795)

25. 2

(36. 1)

鮮 県

鮮巾

1, 623

(548)

29. 0

(36. 1)

国 29、  736 23. 3

備考 :()内の数値

は、内数である。
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